
多摩市 総務部 防災安全課 ℡:042-338-6802(直通)

自主防災組織だより
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令和６年度 １号

多摩市総合防災訓練 ９月７日（土）
１６：００～１９：００

「無事です」と印字された多摩市指定のごみ袋等を活用した安否確認訓練と、小中学校などに
おける避難所開設運営訓練を以下の地区で実施します。

安否確認訓練 避難所開設運営訓練

諏訪・馬引沢地区 北諏訪小学校・諏訪小学校（見学不可）・諏訪中学校（見学不可）

永山地区 永山小学校・瓜生小学校・多摩永山中学校

聖ヶ丘地区 聖ヶ丘小学校・聖ヶ丘中学校

連光寺地区 連光寺小学校

貝取・豊ヶ丘地区 青陵中学校・豊ヶ丘小学校・貝取小・市民活動交流センター・旧南豊ヶ丘小学校

地区防災倉庫に備えてある初
動対応ボックスを活用した避
難所開設から運営までの手順
を確認・検証します。

避難所本部にて地域の安否
確認結果を取りまとめ、支
援が必要な世帯や被害状況
を集約し、その後の支援に
活用します。

ドローンを飛行させ、
周辺の災害状況の確認
を実施します。

避難所に給電車両を要
請し、スマートフォン
等の給電体験を実施し
ます。

災害時に活躍する自衛
隊、消防機関等の災害
対策車両を展示します。

給水タンク車による飲
料水の搬送、周辺の避
難者に対する給水活動
を実施します。
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資器材設置・使用訓練

ペット同行避難 ドローンデモ飛行 給電車両展示、体験 災害対策車両展示

指差しボード等を活用
して、実際に避難して
きた外国人の対応訓練
を実施します。
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ペットスペースを開放
し、実際にペット同行
避難の受入れを実施し
ます。

給水タンク車
応急給水活動

外国人避難者
の誘導
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訓練の見学可能

１７：００～１８：３０

お近くの会場にお越しください！
※聖ヶ丘給水所、諏訪小学校、
諏訪中学校は見学不可

多摩市では「在宅避難を推奨」していますが、今回の自主防災組織だよりでは、
多摩市総合防災訓練の会場となる「避難所」を中心に取り上げています。

（会場は変更になる可能性がございます）
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安否確認訓練について

訓練周知

(１回目)安否確認

集計

戸別訪問

(２回目)安否確認、集計

・「無事旗」（黄色の旗やタオル、ごみ袋等）の準備
・掲示する時間、場所を事前に決めておく
・不参加者は事前に把握しておく
・確認担当者、集合場所、担当区域の振り分け

・指定の時間になったら、各世帯は無事旗を掲示
・確認担当者は集合場所へ集合
・各担当区域にて、掲示された無事旗を計数

・確認担当者は集合場所に戻り、安否確認の結果を集計する
・地域の安否情報を集約する

・不参加の連絡も、無事旗の掲示もなかった世帯には、
個別で安否確認を実施する（省略も可）

・2回目の安否確認も実施し、全ての世帯の安否確認が
できたら訓練終了

安否確認訓練の流れ ポイント

※5ℓゴミ袋には無事です
の印字はございません

ペットの避難について

多摩市では指定避難所におけるペットの同行避難を受入れています。

※一般家庭で飼育されている犬、猫、小鳥などの小動物が対象です。

避難生活に必要なペット用品は
飼い主が用意してください

ペットは避難者の居住スペースとは
別の場所で飼養となります

食料 水 トイレ用品 ケージ

ケージに収容した状態で
ペット専用スペースへ

防災安全課からのおねがい

🔶平常時から災害時のペット用品の準備をお願いします。

🔶多摩市総合防災訓練（北諏訪小会場）で実施されるペット同行避難の
受入れ訓練に参加し、避難手順の確認・検証をお願いします。

※実施できない場合は、１１月３０日までを実施推奨期間としますので訓練実施をお願いします。

多摩市総合防災訓練当日は訓練開始時刻（16：00）に市内全域にサイレンを
吹鳴します。サイレンを合図に安否確認訓練実施をお願いします。

多摩市総合防災訓練実施地域以外の自主防災組織も
当日同時刻での安否確認訓練実施をお願いします！

動画もＣｈｅｃｋ‼



配給場所 配給量など

市の備蓄 避難所 避難想定者数の１日分

東京都、災害時
応援協定締結先

避難所
東京都、災害時応援協定締結先
の状況による

給水
タンク車

避難所
状況により災害時給水拠点
から給水し避難所で配給

災害時
給水拠点

市内６箇所に点在
(桜ヶ丘、落合、愛宕、
南野、聖ヶ丘、並木公園)

貯水分の応急給水が可能

応急給水栓 避難所 断水しない限り使用可能

家庭の備蓄 各家庭 各家庭での備蓄分

災害時の「トイレ」について

災害時の「水」について

防災安全課からのおねがい

多摩市では以下の方法で災害時の水の確保を想定しています。

🔶在宅避難者の水の確保方法は「家庭の備蓄」と「応急給水栓」・「災害時
給水拠点」での給水となります。平時から各家庭で水の備蓄をお願いします。
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★・・・多摩市総合防災訓練で実施します

防災安全課からのおねがい

一般用
マンホールトイレ

車いす対応型
マンホールトイレ 携帯トイレ

3

3台 1台 1000個

状況に応じて、
市内の防災倉庫、東京都、
協定締結先等から調達

+ +

１人あたりのトイレ回数＝５回×７日分＝３５回／週

(※多摩市の想定避難者数・・・33,049名)

33,049名×5回＝165,245回／日

発災後は避難所用のトイレを
必要数整備するのが精一杯…

🔶平常時から各家庭でトイレ用品の備蓄をお願いします。

在宅避難を考えると、各家庭での

携帯トイレの備蓄が不可欠

対象



取組内容 交付額 助成上限額

Ａ地域の課題解決のための取組 今まで交付決定を
受けたことがない団体

今まで交付決定を
受けたことがある団体

Ｂ東京都が取り組む
特定施策につながる取組

今まで交付決定を
受けたことがない団体

今まで交付決定を
受けたことがある団体
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助成事業について

⑵「地域の底力発展事業助成」（東京都の補助事業）
地域の課題を解決するための取り組みを推進して「地域力」の向上を図る事業

２０万円
（単一組織）

B-2 子ども・若者育成支援
B-4 防犯活動
B-5多文化共生社会づくり

助成対象経費の
１０／１０

助成対象経費の
１／２

助成対象経費の
１０／１０

助成対象経費の
１／２

※表は申請におすすめの取組を抽出しています

「地域防災力の強化」かつ「多文化共生社会づくり」に関するチラシを参加者に配ると
今まで交付決定を受けたことがある団体も助成対象経費の１０／１０の助成が受けられます

⑶「町会・マンション みんなで防災訓練」（東京都の補助事業）

【第３回目】受付期間：６月３日（月）～８月９日（金）午後５時
原本提出締切：８月３０日（金）午後５時（必着）
申請できる事業の時期：１０月１０日以降に実施する事業

【第４回目】受付期間：９月２日（月）～１０月１８日（金）午後５時
原本提出締切：１１月１日（金）午後５時（必着）
申請できる事業の時期：１２月１０日以降に実施する事業

◀ 詳細は公式ＨＰで確認を！

申請可能期間

合同防災訓練等を通じた町会・自治会とマンションのつながりの構築・強化を効果的に図るため、町会・
自治会が近隣マンションの管理組合と合同で開催する防災訓練の打合せから振り返りまでを支援する事業

申請可能期間

【第２回目】受付期間：８月１９日（月）～８月３０日（金）
防災訓練実施：令和６年１０月１日～令和７年２月１６日

【第３回目】受付期間：９月２４日（火）～１０月４日（金）
防災訓練実施：令和６年１１月１日～令和７年２月１６日

◀ 詳細は公式ＨＰで確認を！

【問合せ】東京都地域活動推進課（03-5388-3166)

【問合せ】東京都地域活動推進課（03-5388-3166)

合同打合せ

事前レクチャー

防災訓練

振り返り

事業の流れ

➊

➌

➋

➍

※チラシ例

この事業を使ってマンションとの連携訓練をしたいけど、近くのマンションに知り合いがいない…

→多摩市で連携可能なマンションをお探しします！！上部の二次元コードから回答ください

※マッチングを
確約するもの
ではありません

⑴「合同防災訓練助成金」（多摩市の補助事業）

自主防災組織同士の合同訓練または防災連絡協議会が行う防災訓練に対する助成事業

取組内容 助成上限額

２つ以上の自主防災組織が実施する合同防災訓練 ３万円

防災連絡協議会が実施する防災訓練 ５万円

申請可能期間

概ね訓練実施日の２ヶ月前まで

対象経費

消耗品、印刷製本費、通信費、
研修費、原材料費、役務費、備品費、
燃料費、賃借料及び会場使用料比較的簡単に申請いただけます！

申請を検討中の組織は防災安全課まで(042-338-6802)

申請可能：市内の全自主防災組織

申請可能：町会・自治会

申請可能：町会・自治会


